
有限会社葛城⾃動⾞学校 NSS ドローンスクール約款 
 
（契約の成⽴） 
第１条 １. 受講申込者（以下「受講者」という）は、申込書の内容及び以下の条項を承諾    

の上、有限会社葛城⾃動⾞学校が運営し、無⼈航空機（以下「ドローン」という）
の操縦を教授するドローンスクール（以下「当スクール」という）に対し、受講
の申し込みを⾏い、当スクールはこれを承諾します。 

２. 前項の定めにかかわらず、次に定める事由に該当するときは、各要件を満たす    
ことを条件として契約が成⽴するものとします。 

（１）受講条件のある講座にあたっては、当該条件を満たしていること。 
その他受講案内書等に定められた条件を満たすこと。 

（拒否事由） 
第２条 １. 当スクールは、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断

りする場合があります。 
（１） 前条各号掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。 
（２） 受講者が未成年であるとき。 
（３） 受講者が希望する講座の定員に受⼊れ可能な余裕がない場合など、客観的

に役務の提供が不可能なとき。 
（４） 受講者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、総会屋、その他反社会的勢⼒

（以下「反社会勢⼒」という）であるとき、または反社会勢⼒と関係性を
有するとき。 

（５） ⾃ら⼜は第三者を利⽤して次に定める事項に該当する⾏為を⾏なっている
とき。 
a. 暴⼒的な要求⾏為 
b. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
c. 脅迫的な⾔動、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 
d. ⾵説を流布し、偽計若しくは威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜

は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為 
e. その他前号に準ずる⾏為 

（６）偽名または他⼈名義で受講申込みが⾏われたとき。 
（７）受講者が泥酔等によりドローンの正常な操縦が期待できないと当スクールが

判断したとき。 
（８）当スクール所定の期⽇までに、次条に記載された受講料・諸費⽤を⽀払わな

かったとき。 
（９）受講者に、ドローンに関する航空法、電波法、⺠法等の各種法令及び公的機

関が定める各種安全ガイドラインの遵守を期待することができないとスクー



ルが判断したとき。 
（１０）その他、本約款に違反したとき。 

（料⾦・諸費⽤） 
第３条 １.受講者は、申込み後５営業⽇までに、当スクールが定める料⾦表に従った受講

料を当スクールの指定する⼝座へ⽀払うものとします。 
２.申込⾦及び受講料にかかる消費税及び振込⼿数料等の⽀払いに要する費⽤は受

講者の負担となります。 
３.受講に伴い発⽣する諸費⽤（交通費）については、受講者の負担となります。 

（休業⽇ 受講時間） 
第４条 １.当スクールの休業⽇及び受講時間については、当スクールが別に定めるところ

によります。なお、当スクールの都合により臨時に変更する場合があります。 
（受講者の都合によるキャンセル） 
第５条 １.受講者が開講後に受講をキャンセルしたとしても、当スクールは受講料を⼀切

返還しないものとします。但し、開講前のキャンセルにあっては、キャンセル⽇
が開講⽇より起算して、以下のキャンセル料を差し引いた上、受講料を返還しま
す。 

    （１）開講⽇前５〜７⽇以内：キャンセル料⾦３０％（税別） 
    （２）開講⽇前２〜４⽇以内：キャンセル料⾦５０％（税別） 
    （３）開講⽇前⽇：キャンセル料⾦７０％（税別） 
    （４）開講⽇当⽇以降：受講料の返還は致しません。 
    ２.受講者が開講後に受講をキャンセルする場合、当スクールが第４条に基づき予

定しているキャンセル⽇から５週間以内に実施される講座に限り、受講者は未受
講講座を振り替えて受講（以下「振替受講」という）することができるものとし
ます。なお、受講者が振替受講を希望する場合、キャンセル⽇に振替受講の受講
⽇を当スクールに申請することが必要です。 

３.本約款に定める受講料・諸費⽤の⽀払いに関する⼿数料並びに当スクールから
受講者に対して返還する際の⼿数料は、すべて受講者の負担となります。ただし
当スクールの責に帰すべき事由により、受講者が本カリキュラムを全く利⽤でき
ない状態に陥った場合はこの限りではありません。 

（当スクールによる解除） 
第６条 １.当スクール開講後であっても、受講者に第２条各号のいずれかに該当する事由

が認められ、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該受講者に対し
ての役務の提供を停⽌し、または契約を解除することができる。この場合、当該
停⽌期間中の受講料または契約解除に伴う受講料の返還は⾏わないものとしま
す。	

（免責事項）	



第７条 １.当スクールは受講者の以下の事項について、⼀切の責任を負いません。	

（１） 携帯品の紛失、盗難、滅失⼜は損害等の事故	
（２） 駐⾞場での⾞両（⾃動⾞、バイク及び⾃転⾞等）の盗難⼜は損傷等の事故 
（３） 受講者の不注意によって⽣じた負傷及び損害 
（４） 当スクールスタッフの指⽰及び本約款に従わなかったことによって⽣じた

事故による負傷及び損害 
（５） 戦争、暴動、⾃然災害、交通機関の遅延⼜は不通等の不可抗⼒により役務

の提供、遅滞、変更、中断、その他授業に関連して発⽣した損害 
（危険防⽌・事故防⽌） 
第８条 １.当スクールでは受講者が安全に練習していただけるように、受講者は必ず当ス

クールスタッフに従って⾏動していただくとともに、受講者に対し次に定める事
項を禁⽌しています。 

（１） 指定練習場以外でのドローン⾶⾏ 
（２） ⽴ち⼊り禁⽌区域への⽴ち⼊り 
（３） 無許可での写真撮影、録⾳等の⾏為 
（４） 指定場所以外での喫煙、歩きながらの喫煙 

（強⾵、雷、異常気象時の注意事項） 
第９条 １.強⾵、雷、異常気象等の際は、屋外での⾶⾏を中⽌し、屋内での⾶⾏に変更す

る場合があります。 
（施設に与えた損害） 
第１０条 １.受講者が、故意または過失によって当スクールの施設に損害を与えたときは、

受講者にその損害を賠償して頂きます。 
（持ち込みの禁⽌） 
第１１条 １.当スクールでは、次に定める物品の持ち込みをお断りします。 

（１） 悪臭⼜は騒⾳が発⽣するもの 
（２） 鉄砲⼑剣類 
（３） 発⽕⼜は爆発の恐れのあるもの 
（４） その他、他⼈に迷惑を及ぼす物品 

（修了試験） 
第１２条 １.当スクールの講座を全て終えた受講者は、当スクールが定める修了試験を受

験することができ、修了試験において当スクールが当該受験者の能⼒が修了条
件を満たすと認めた場合、当スクールは当該受講者に対し修了証明書を授与し
ます。 

（個⼈情報の取り扱いについて） 
第１３条 １.当スクールの運営に伴い知り得た受講者の個⼈情報に関しては、原則以下の

⽬的にのみ利⽤します。 



（１） 受講者に対するサービスの案内、情報提供を⾏う為 
（２） 受講者より照会を受けた内容に回答する為 
（３） 本契約に際し、当スクールが収集した個⼈情報に関しては、第三者への

提供は⾏いません 
（協議事項） 
第１４条 １.本約款に定めのない事項⼜は疑義のある事項については、双⽅協議のうえ決

定します。 
（管轄裁判所） 
第１５条 １.本約款に関する紛争の管轄裁判所は奈良地⽅・家庭裁判所とします。 
（約款の変更） 
第１６条 １.本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。 

以上 


